
第１条　令和５年度横浜市下水道事業会計の予算は、次に定めるところに

　よる。

11 か所

71 か所

管きょ、ポンプ場及び水再生センター等

整備事業　57,943,464 千円

第第１１款款

第１項

第２項

第３項

第第１１款款

第１項

第２項

令和５年度横浜市下水道事業会計予算

　（総　則）

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水 再 生 セ ン タ ー

年 間 総 処 理 量 583,460,000 ㎥

１ 日 平 均 処 理 量 1,594,000 ㎥

(2) ポ ン プ 場

年 間 総 揚 水 量 256,750,000 ㎥

１ 日 平 均 揚 水 量 702,000 ㎥

(3) 主 な 建 設 改 良 事 業

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収収　　　　　　　　　　　　　　入入

下下 水水 道道 事事 業業 収収 益益 113300,,446633,,778866  千千円円

営 業 収 益 96,895,160 千円

営 業 外 収 益 33,354,915 千円

特 別 利 益 213,711 千円

支支　　　　　　　　　　　　　　出出

下下 水水 道道 管管 理理 費費 112266,,551111,,110066  千千円円

営 業 費 用 121,241,059 千円

営 業 外 費 用 4,833,917 千円
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第３項

第４項

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収

　入額が資本的支出額に対し不足する額 48,349,496 千円は、当年度分損

　益勘定留保資金等 42,607,506千円、建設改良積立金取崩額 5,741,990千

　円で補填するものとする。）。

第第１１款款

第１項

第２項

第３項

第４項

第５項

第第１１款款

第１項

第２項

第３項

第４項

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の

　とおりと定める。

建 設 改 良 費

令和６年度から
令和９年度まで

2,400,000 千円

8,117 千円

413,818 千円

5,650 千円そ の 他 資 本 的 収 入

3,173 千円

61,326,614 千円

企 業 債 償 還 金 60,538,781 千円

出 資 金

負 担 金

予 備 費 10,000 千円

　（資本的収入及び支出）

収収　　　　　　　　　　　　　　入入

特 別 損 失 426,130 千円

14,176,487 千円

予 備 費

下下水水道道事事業業資資本本的的収収入入 7733,,552299,,007722  千千円円

企 業 債 58,925,000 千円

支支　　　　　　　　　　　　　　出出

下下水水道道事事業業資資本本的的支支出出 112211,,887788,,556688  千千円円

補 助 金

　（債務負担行為）

事　　　項 期　　間 限　度　額

投 資

中 大 口 径 管 包 括 的
維 持 管 理 委 託

10,000 千円
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39,247,000 千円

イ　起債の時期は令和５事業年度。ただし、その

　　全部または一部を翌年度以後に繰り越し、起

　　債することができる。

年 7.0％以内

(2) 限 度 額

利 率

て、利率の見直しを行った後においては、当該見

ただし、利率見直し方式で借り入れる資金につい

47,000,000 千円

500,000 千円

　とおりと定める。

起債の目的 下水道整備事業費に充てるため。

令 和 ６ 年 度

(3) 起債の方法 ア　市債証券の発行または普通貸借の方法による。

令和６年度から
令和12年度まで

30,000,000 千円
エ キ サ イ ト よ こ は ま
龍 宮 橋 雨 水 幹 線 整 備 工事

北 部 汚 泥 資 源 化 セ ン ター
下 水 汚 泥 処 理 設 備 の
整 備 及 び 維 持 管 理

令和６年度から
令和20年度まで

2,100,000 千円

直し後の利率とする。

令 和 ６ 年 度 1,200,000 千円

下 水 道 整 備 工 事
及 び 設 計 ・ 測 量 等 委 託

令和６年度から
令和９年度まで

(4)

水 再 生 セ ン タ ー 修 繕 工事

水再生センター・ポンプ場
改 良 工 事

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

(1)

令 和 ６ 年 度 830,000 千円

ポ ン プ 場 修 繕 工 事 令 和 ６ 年 度 500,000 千円

下 水 道 管 き ょ 修 繕 工 事
及 び 維 持 管 理 委 託

　（企業債）
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　　以内に償還する。ただし、本期間中、未償還

　　額の範囲内において借り換えることができる。

イ　公的資金を借り入れる場合は、その融通条件

　　による。

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営

第９条　事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

　2,210,765 千円である。

　（たな卸資産購入限度額）

第10条　たな卸資産の購入限度額は、3,000,000 千円と定める。

　　令和５年２月７日提出

　（一時借入金）

(1)

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　一時借入金の限度額は、20,000,000 千円と定める。

横 浜 市 長　　 山　中　　竹　春

(5) 償還の方法 ア　起債年度の翌年度から据置期間を含め、40年

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

　のとおりと定める。

　　業外費用の間の流用。

　（他会計からの補助金）
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